
提

出

者

永

田

寿

康

平
成
十
三
年
六
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

〇

八

号

国
務
大
臣
の
国
会
審
議
に
対
す
る
姿
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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国
務
大
臣
の
国
会
審
議
に
対
す
る
姿
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書

�

田
中
外
務
大
臣
は
平
成
十
三
年
六
月
十
三
日
付
で
別
紙
の
「
要
請
書
」
を
衆
議
院
外
務
委
員
長
土
肥
�
一
氏
に
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
送
付
し
た
。

�

こ
の
要
請
は
、
内
閣
の
一
致
し
た
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
の
一
致
し
た
方
針
で
な
い
場
合
、
本
件
要
請
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
容
認
す
る
方
針
で
あ
る
の
か
、
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
よ
う
な
要
請
は
、
今
後
も
田
中
外
務
大
臣
又
は
他
の
国
務
大
臣
か
ら
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
見
解
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

田
中
外
務
大
臣
は
平
成
十
三
年
六
月
二
十
一
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
長
土
肥
�
一
氏
に
電
話
で
話
を
し
、
特
定
の
衆
議
院

外
務
委
員
会
委
員
の
質
問
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
や
質
問
時
間
に
関
す
る
要
請
を
行
っ
た
。
こ
の
様
な
要
請
は
、
行
政
府
に

よ
る
立
法
府
の
審
議
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

�

こ
の
要
請
は
、
内
閣
の
一
致
し
た
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
の
一
致
し
た
方
針
で
な
い
場
合
、
本
件
要
請
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
容
認
す
る
方
針
で
あ
る
の
か
、
見
解
を
明
ら

一



か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
よ
う
な
要
請
は
、
今
後
も
田
中
外
務
大
臣
又
は
他
の
国
務
大
臣
か
ら
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
見
解
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二



平成18年8月14日  

り   司犬  

寸 の  件 名：  

（FÅXニ03■3朗21！銅2）  

（F▲X：031‡502－5813）  

（F人X：03■づ508「32柑）   

く円状：03－S61ヱー2440）  

（FAX：03「3鍋5－1113）  

（印よ：03－35桐－8524）  

持永 和長殿  

川端 運未殿  

大木  活殿   

谷川 秀幸殿  

続  訓弘殿  

笠井  亮殿  

送付先：衆議院決算行政監視重点全 委員長  

衆血統安全保持要点全  章■長  

衆議l民沖縄北方特別委且会 葬且長  

参議院決暮重点会  表見長  

鬱旛院行政監視葬具全  車員長  

参議院沖縄北方特別委員会 委員長  

発信者： 外野省大臣官房総務牒  首情事務官  製 田  
FAX：03－3680一之042  
TEL：03－3581－2807（直通）  

本 文： 田中大臣の指示により、貴委員会における取材規制に関する要請書を、  

別添の通り送付致します。よろしくご査収願います。  

（7）  

サ イ ズ   Å  4   B  4   B  6  

枚 数  

（本紙含まず）   
芝．  

三



2001年（平成1£年）6月18日  

衆議院事務総長  

参鎌瞭事細長  

衆鯖院外葬委員会  

丸
士
 
 

靖
久
 
 

l
 
 

′
 
 

谷
♯
 
 

戯
叔
 
庶
 
 

重点兵 士 用 魔 一  

参議鹿外交防衛萎員虔  

重点兵 服 廓 三男撞 殿  

自由民産児   

外交節会長 河 本 其 典 贋  

参戯塊眉由良虫党  

外交防衛部会長 服 部 三見址 段  

東京都港尾西薪縮二丁目17番②号   

シグマ虎ノ門ビル○悶  

弁護士 竹 田 真一  

囁 丘7さ3－4541  

FA‡．如83一○舶0  

壷 醸 苛  

当1耶ま、外務大臣日中兵範子氏の俊樹に基づき、印氏の代避人として本軍辞をいた  

します．   

粛1甜の趣旨  

暁内における田中外務大臣に対する報道機関の過剰な故材行為を親御すべく早   

急に適切な指琶を請じるよう宴紺する。  

帯2 彊酵の理由  

1 外務大臣鏡任臥脾、田中展紀子氏に対する多数報道機声削こよる長夜の別のない   

過剰貌取材贈物が今月まで掛、ております。いわゆるパパラグチと称すべき者も   

おり、モれら報道常備考の狙い軋田中丘の公的青勤というより・むし各信人的  

な一挙一助を執ビデオ等の映1削こ収めることにあり卓す．  
［コ  

2 このような状況は衆参両院内においても兵ならす、同株の連取材が公然と行   

われていること眈誠に遺憾といわぎるをえません．  

例えば重点会等の場における取材行為をみると、阿負から聞創こ王るまでの長   

四



時軌こわたり取材陣のカメラは殆ど軌こ田中属舵手氏の飴引こ鮎配当て．同氏  

碓に事を触れる、コップの水を飲む，といったモの場における鵠事とは愈関係   

な庇人的所作塵撮影し薪げているというのが実情です．  

また■このように常時カメラの砲列に晒されている手動こ加え、執拗なプラサ   

ガリ敬礼顔前でのフラッシュ姓臥貢には女性用洗甘新での待ち伏せ取材など、   

昨今切田中丘に対する取材方掛ま常軌を過しており、慮りにそれが公共目的によ  

るものであったとしても、これらの行為は明らかに人権優等の頓に達しておUま  

す．  

8  もとより院はま曲の場であり、したがってモこにおける取掛ま議場の目的に酎  

った一定の親削塾受けるぺきものと考えます．巻線モのものの報道を甘飽とせす、  

あるいはむしろ田中氏個人の挙動を狙いとする取材附こ囲豪れて鮪辛が行われる  

ことは鼻骨であり、卓た田中氏の前述したような所作に応じて一斉にシャッター  

が切られモの音が響きわたる職場も異常です．これらは脚の円滑な進行色妨げ  

るのみなちず．院をあたかも見せ物小屋化し、ただ面白可井い、題材を換験する  

観におとしめ、ひいては暁の権威を娘なうものです．   

加えて．上述したような人権倭育ともいうべ舎漁村力壊乱棍りにそれが公共  

の日時から出たとしても．断じて許きれるものではありません．   

これまでも田中氏＊人から口承で事典方を申入れて告たところです机平瀬頓  

着の動卓がみられないため、あらためて文菅によりホ惑職場する次鰐です一  

以 上  

FA文政敵 2枚 ‾   

［：コ   
五


